


幼稚園と保育所については、近年、保護者の就労の有無で利用する  

施設が限定されてしまうことや、少子化が進む中、幼稚園と保育所が  

地域に別々に設置されていると子どもの成長に必要な規模の集団が  

確保されにくいこと、子育てについて不安や負担を感じている保護者の  

方への支援が不足していることなどの課題が指摘されており、制度の  

枠組みを越えた柔軟な対応が求められています。   

このような環境の変化を受け、幼稚園と保育所の良いところを活かしな  

がら、その両方の役割を果たすことができるような新しい仕組みを創ろうと  

いう観点から、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供  

の推進に関する法律」が制定されました。この法律に基づき、就学前の  

教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢である「認定こども園」が、平  

成18年10月からスタートすることになりました。  

認定こども園とは？  

幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県知事から「認定こども園」の認定を  

受けることができます。  

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能  
（保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能）   

地域における子育て支援を行う機能  

（すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能）  
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認定こども園には、地域の実情に応じて次のような多様なタイプが認められることになります。なお、  

認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保育所等はその位置づけを失うことはありません。  

駁紆雛紅  ■   
■ ・  ●†   

幼稚園・保育所いずれの   

認可もない地域の教育・  

保育施設が、認定こども   

園として必要な機能を果   

たすタイプ   

認可幼稚園と認可保育  

所とが連携して、一体的な  

運営を行うことにより、認  

定こども園としての機能を  

果たすタイプ  

認可幼稚園が、保育に欠け  

る子どものための保育時間を  

確保するなど、保育所的な機  

能を備えて認定こども園とし  

ての機能を果たすタイプ  

認可保育所が、保育に欠け   

る子ども以外の子どもも受け  

き入れるなど、幼稚園的な機能  

を備えることで認定こども園と   

しての機能を果たすタイプ  



認定こども園の認定基準は？   

認定こども園の具体的な認定基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国の  

指針」を参酌して、各都道府県が条例で定めます。  

「国の指針」においては、認定こども園に求められる質を確保する観点から、以下のような事項を  

定めることを予定しています。   

職員配置  

●0～2歳児については、保育所と同様の体制  

●3～5歳児については、学級担任を配置し、長時間利用児には個別対応が可能な体制   

職員資格  

●0～2歳児については、保育士資格保有者  

●3～5歳児については、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいが、学級担任には   

幼稚園教諭免許の保有者、長時間利用児への対応については保育士資格の保有者を原   

則としつつ、片方の資格しか有しない者を排除しないよう配慮   

教育一保育の内容  

●幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう、教育・保育を提供  

●施設の利用開始年齢の遣いや、利用時間の長短の違いなどの事情に配慮  

●認定こども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全体的な計画を編成  

●小学校教育への円滑な接続に配慮   

子育て支援  

●保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制を確保（親子の集う場を週3日以上開設するなど）  

●さまざまな地域の人材や社会資源を活用。  

幼保連携型の特例について  

幼保連携型の財政上の特例（私立施設）  これまで、幼稚園の運営費及び施  

設整備費の助成については原則  

学校法人に、保育所の施設整備  

費の助成については原則社会福  

祉法人等に限られていましたが、  

幼保連携型の認定こども園につ  

いては、設置者が学校法人、社会  

福祉法人のいずれであっても、運  

営費及び施設整備費の助成が  

可能になります。  

現行   新制度   

学校法人のみ  
私立幼稚園施設  

の助成   
社会福祉法人にも助成  

学校法人のみ   

の助成  
社会福祉法人にも助成  

対策  日赤等に助成  学校法人にも助成  社会福祉法人、  
設置主体に   同左さらに、助成対象を拡大  

保育所運営費負担金  かかわらず助成   （定員10人でも保育所認可）  

認定こども園の利用手続きについて   

認定こども園の認定を受けた施設は、保育所であっても、利用者と施設との  

直接契約による利用となります。  

申込み  

認定こども園  利用希望者  

契約   

※幼保連携型、保育所型については、市町村が保育に欠ける子どもの認定を行う。   



国の行政窓口は？  

認定こども園を含め、幼稚園・保育所等の連携推進に責任を持って対応する体制を作るため、文部科学省と  

厚生労働省とが連携して「幼保連携推進室」を設置し、認定こども園に関する事務を一体的に実施します。  

都道府県や市町村の行政窓口は？  

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、地方自治体の関  

係機関の連携協力が義務付けられています。  

これに基づき、都道府県や市町村においては、次のような場面で一体的対応の推進を図るとともに、都道府  

県と市町村との連携の推進も必要です。  

●幼児期の教育・保育に関する保護者向け窓口  

●認定こども園の認定申請と、幼稚園・保育所の認可申請の受付窓口  

●補助金申請窓口  

お問い合わせt‥  

TEL：03－3595－2226／03t4－3136   




